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市役所電話番号
　本　　所☎25‐2111　藤島庁舎☎64‐2111　羽黒庁舎☎62‐2111
　櫛引庁舎☎57‐2111　朝日庁舎☎53‐2111　温海庁舎☎43‐2111

■日＝日時・期日・期間　■時＝時間　■場＝場所・会場　■定＝定員　■対＝対象・資格　　　　　　　　　■内＝内容　■師＝講師・指導　■費＝費用・料金　■持＝持ち物　■問＝問合せ　■申＝申込み　■他＝その他　HP＝ホームページ

  個人番号（マイナンバー）の利用・個人番号カードの交付が始まります

　平成28年１月に、法律で定められた事務（社会保障・
税・災害対策）で個人番号の利用が始まります。市で
個人番号を利用して事務を行うのは、次の課の窓口で
す。
▷国保年金課　▷福祉課　▷子育て推進課
▷長寿介護課　▷課税課　▷納税課　▷防災安全課
▷学校教育課（櫛引庁舎）　▷各地域庁舎市民福祉課

◆個人番号を利用した事務の開始

　本人確認（番号確認・身元確認）を行
いますので、次の書類をお持ちください。
◎個人番号カードを持っている場合
　▷個人番号カードのみ
◎個人番号カードを持っていない場合
　▷番号確認の書類…通知カード、または個人番号が
　　記載された住民票の写し
　▷身元確認の書類（成り済まし等の不正防止のため）
　①１つの提示でよいもの…運転免許証など官公署か
　　ら発行発給された書類で、顔写真・氏名・生年月
　　日または住所が記載されているもの
　②２つ以上の提示が必要なもの…公的医療保険の被
　　保険者証など官公署から発行発給された書類で、
　　氏名・生年月日または住所が記載されているもの
◎家族などの代理で手続きをする場合
　▷申請する方の個人番号が分かる書類（通知カード
　　またはその写し）、代理権を確認できる書類、代
　　理人本人の身元を証明する書類
※法人等が代理で手続きをする場合などに必要な書類
　については窓口でご確認ください。

◆個人番号を利用する際は

◆民間事業者も個人番号を利用
　従業員の源泉徴収票の作成や健康保険等の手続きの
際、従業員の個人番号を記載する必要があります。

◆個人番号カードの交付
　個人番号カードの交付を申請した方へ、交付通知書
（ハガキ）が郵送されます。交付通知書に記載された
期限までに必ずお受け取りください。
■時午前８時30分～午後５時15分（平日のみ）
■場交付通知書に記載された場所（本所市民課または
　各地域庁舎市民福祉課）
■持▷交付通知書（裏面の回答書欄に記名・押印の上
　　お持ちください）
　▷通知カード
　▷住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
　▷本人確認書類（個人番号を利用する際の身元確
　　認の書類と同様）

個人番号（マイナンバー）制度

市
政

公
立
保
育
園
に
臨
時
・
パ
ー
ト
職
員
と
し
て
勤
務
す
る 

保
育
士
・
看
護
師
募
集

■
登
録
資
格　

保
育
士
ま
た
は
看
護
師
資
格

を
お
持
ち
の
方　

■
募
集
人
数　

若
干
名

■申
履
歴
書
を
お
持
ち
の
上
、
本
所
子
育
て
推

進
課
☎
内
線
１
８
０
へ　

■他
申
込
み
時
に
臨

時
職
員
登
録
申
込
書
の
記
入
が
必
要

健
康
・
福
祉

「
二
十
歳
が
救
う　

命
の
リ
レ
ー
」 

「
は
た
ち
の
献
血
」キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　

病
気
や
け
が
の
治
療
・
手
術
を
は
じ
め
、

医
療
現
場
で
使
用
さ
れ
る
輸
血
用
血
液
は
人

工
的
に
つ
く
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
長
期

間
の
保
存
も
で
き
な
い
た
め
、
安
定
し
た
在

庫
確
保
が
重
要
で
す
。
献
血
者
が
減
少
す
る

冬
期
の
輸
血
用
血
液
の
在
庫
確
保
の
た
め
、

「
は
た
ち
」の
若
者
を
中
心
に
、
献
血
に
対
す

る
ご
理
解
と
ご
協
力
を
呼
び
掛
け
て
い
ま
す
。

■日
２
月
29
日
○月
ま
で　

■問
健
康
課
（
に
こ
♥

ふ
る
）
☎
内
線
３
６
２　

■他
献
血
実
施
日
や

場
所
等
は
山
形
県
赤
十
字
血
液
セ
ン
タ
ー
HP

特
定
健
診
、大
腸
が
ん
検
診
、呼
吸
器
検
診 

集
団
健
診
最
終
日
程

■日
１
月
29
日
○金
、
２
月
12
日
○金
・
15
日
○月
・

18
日
○木
・
19
日
○金
午
後
１
時
30
分
～
２
時
30

分　

■場
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
に
こ
♥

ふ
る
）　

■対
地
域
の
集
団
健
診
日
程
で
受
け

ら
れ
な
か
っ
た
方　

■問
健
康
課
☎
内
線
３
６

個人番号（マイナンバー）に関するお問合せはこちらへ◆通知カードを受け取っていない方へ
　受け取られていない通知カードは、市へ戻されてい
る場合がありますので、本所市民課または各地域庁舎
市民福祉課へお問い合わせください。

◆不審な電話にご注意ください
　市役所から電話で個人番号をお尋ねすることはあり
ません。少しでも不審に思ったら、部署名、相手の名前、
連絡先を確認し、一度電話を切ってから市役所へご連
絡ください。

※交付通知書に記載された交付場所以外の庁舎でも受
　け取れますが、交付希望日の３開庁日前までに、交
　付通知書に記載された交付場所の庁舎へご連絡くだ
　さい。
※病気や身体の障害等、やむを得ない理由で来庁でき
　ない場合のみ、代理人が個人番号カードを受け取る
　ことができます。持ち物等、本人に交付する場合と
　異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

◎制度に関すること…本所情報企画課☎内線637
◎通知カード・個人番号カードに関すること…本所市
　民課☎内線116
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文
化
財
を
火
災
、
震
災
な
ど
の
災
害
か
ら
守

る
た
め
、
全
国
的
に
文
化
財
の
防
火
運
動
が

展
開
さ
れ
ま
す
。
地
域
ぐ
る
み
で
文
化
財
を

守
り
ま
し
ょ
う
。

■問
消
防
本
部
予
防
課
☎
22
‐
８
３
３
２

市
営
住
宅
入
居
者
募
集

住
宅
名

間
取
り
等

戸
数

鶴岡
城
南
住
宅

４
階
・
３
Ｄ
Ｋ

１

ち
わ
ら
住
宅
３
Ｄ
Ｋ

（
子
育
て
向
け
）

３

美
原
住
宅

２
階
・
３
Ｄ
Ｋ

１

稲
生
住
宅

２
階
・
３
Ｄ
Ｋ

１

東
部
住
宅

１
階
・
３
Ｄ
Ｋ

（
高
齢
・
障
害
者
向
け
）
１

み
ど
り
住
宅
１
階
・
３
Ｄ
Ｋ

（
高
齢
・
障
害
者
向
け
）
１

大
西
住
宅

２
階
・
２
Ｄ
Ｋ

１

大
山
住
宅

１
階
・
２
Ｄ
Ｋ

（
高
齢
・
障
害
者
向
け
）
１

朝日
下
名
川
住
宅
平
屋
・
３
Ｄ
Ｋ

２

温海
柳
原
住
宅

２
階
・
３
Ｄ
Ｋ

１

羽黒
荒
川
特
定
公

共
賃
貸
住
宅
平
屋
・
４
Ｌ
Ｄ
Ｋ

（
中
堅
所
得
者
向
け
）

１

■
入
居
時
期　

３
月
中
旬
以
降　

■申
１
月
４

日
○月
～
21
日
○木
に
本
所
建
築
課
☎
内
線
４
８

３
ま
た
は
各
建
設
事
務
室
（
羽
黒
・
朝
日
・

温
海
庁
舎
）
へ　

■他
入
居
資
格
調
査
の
上
、

入
居
を
決
定
し
ま
す
。
一
部
住
戸
は
世
帯
状

況
に
応
じ
た
優
先
選
考

▼
土
地
・
家
屋
利
用
状
況
の
変
更
の
申
告

■対
平
成
27
年
中
に
、
▽
建
物
を
解
体
し
た
方　

▽
非
住
宅
用
地
（
更
地
を
含
む
）
の
宅
地
に

住
宅
を
建
築
し
た
方　

▽
前
年
ま
で
農
地
の

土
地
を
購
入
し
造
成
し
た
宅
地
に
住
宅
を
建

築
し
た
方　

▽
火
災
・
天
災
等
で
住
宅
が
滅

失
ま
た
は
損
壊
す
る
等
や
む
を
得
な
い
事
情

で
そ
の
宅
地
を
住
宅
用
地
と
し
て
利
用
で
き

な
い
方　

▽
土
地
・
家
屋
の
用
途
を
変
更
し

た
方　

▼
転
作
等
に
よ
る
地
目
変
更
の
申
告　

■対
▽

果
樹
な
ど
の
永
年
性
作
物
に
転
換
し
た
田

▽
か
ん
が
い
、
た
ん
水
設
備
が
な
く
用
水
で

き
な
い
状
態
の
田

▼
認
定
長
期
優
良
住
宅
の
新
築
軽
減
措
置
の

申
告　

■対
平
成
27
年
中
に
新
築
し
た
認
定
長

期
優
良
住
宅　

▼
共
通　

■
申
告
期
限　

２
月
１
日
○月　

■場

・
■問
償
却
資
産
の
申
告
…
本
所
課
税
課
☎
内

線
２
４
２　

そ
の
他
の
申
告
…
同
課
☎
内
線

２
０
９　

■他
市
HP

市
税
の
滞
納
処
分
と
し
て
差
し
押
さ
え
た
反
物
・
小
物
等 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
の
お
知
ら
せ

■
公
売
方
法　

Ｙ
ａ
ｈ
ｏ
ｏ
！
官
公
庁
オ
ー

ク
シ
ョ
ン
の
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
た
競
り
売

り　

■
参
加
申
込
み　

１
月
７
日
○木
午
後
１

時
～
22
日
○金
午
後
11
時　

■
公
売
日
時　

１

月
29
日
○金
午
後
１
時
～
31
日
○日
午
後
11
時

■問
本
所
納
税
課
☎
内
線
２
１
８　

■他
市
HP

１
月
26
日
○火
は
文
化
財
防
火
デ
ー
で
す

文
化
財
を
火
災
か
ら
守
ろ
う　
　
　

　

昭
和
24
年
の
こ
の
日
、
奈
良
県
法
隆
寺
の

金
堂
か
ら
出
火
し
、
国
宝
の
壁
画
が
焼
失
し

ま
し
た
。
国
民
共
通
の
貴
重
な
財
産
で
あ
る

６
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
は
感
染
に
よ
る
肝
臓
の
病
気
で
す 

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
査

　

次
の
項
目
に
当
て
は
ま
る
方
、
検
査
を
受

け
た
こ
と
が
な
い
方
に
は
、
検
査
を
受
け
る

こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。
▽
平
成
４
年
以
前

に
輸
血
を
受
け
た
方　

▽
大
き
な
手
術
を
受

け
た
方　

▽
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
を
投
与

さ
れ
た
方　

▽
臓
器
移
植
を
受
け
た
方　

▽

ボ
デ
ィ
ピ
ア
ス
を
し
て
い
る
方　

▽
健
康
診

断
等
で
肝
機
能
の
異
常
を
指
摘
さ
れ
、
そ
の

後
精
密
検
査
を
受
け
て
い
な
い
方
等

■日
２
月
２
日
○火
～
４
日
○木　

■場
荘
内
地
区
健

康
管
理
セ
ン
タ
ー　

■対
本
市
に
住
民
登
録
が

あ
る
方
で
今
年
度
中
に
40
歳
に
な
る
方
、
ま

た
は
41
歳
以
上
で
検
査
を
受
け
た
こ
と
が
な

い
方　

■内
血
液
検
査　

■費
３
０
０
円
（
40
歳

の
方
及
び
70
歳
以
上
の
方
は
無
料
）　

■申
１

月
15
日
○金
ま
で
健
康
課
☎
内
線
３
７
７
へ

■他
生
活
保
護
世
帯
・
市
民
税
非
課
税
世
帯
の

方
に
減
免
制
度
あ
り
（
要
事
前
申
請
）

高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防

接
種
助
成
は
１
月
31
日
○日
ま
で

　

予
防
接
種
を
希
望
し
て
い
る
65
歳
以
上
の

市
民
で
、
ま
だ
接
種
を
受
け
て
い
な
い
方
は
、

期
間
内
に
早
め
に
受
け
ま
し
ょ
う
。

■問
健
康
課
☎
内
線
３
７
２
ま
た
は
各
地
域
庁

舎
市
民
福
祉
課
へ

臨
時
福
祉
給
付
金
の
申
請
期

限
は
２
月
３
日
○水
で
す

　

仮
判
定
で
支
給
対
象
と
な
っ
た
方
へ
、
昨

年
７
月
下
旬
に
申
請
書
を
郵
送
し
て
い
ま
す
。

忘
れ
ず
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
申

■日＝日時・期日・期間　■時＝時間　■場＝場所・会場　■定＝定員　■対＝対象・資格　　　　　　　　　■内＝内容　■師＝講師・指導　■費＝費用・料金　■持＝持ち物　■問＝問合せ　■申＝申込み　■他＝その他　HP＝ホームページ

請
書
を
紛
失
し
た
方
は
、
再
発
行
し
ま
す
の

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■問
本
所
福
祉
・
子
育
て
給
付
金
事
務
室
☎
25

‐
２
２
９
０
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉

課
へ困

り
ご
と
な
ど
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い　
　

民
生
委
員
児
童
委
員
が
委
嘱
さ
れ
ま
し
た

　

次
の
方
が
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。（
敬
称
略
）

▽
温
海
地
区（
温
海
地
域
）…
伊
藤
富
博（
木

野
俣
）　

■問
本
所
福
祉
課
☎
内
線
１
３
９

税
・
生
活
・
そ
の
他

給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
に
当
た
っ

て
の
お
願
い（
平
成
27
年
中
支
払
分
）

　

所
得
税
の
源
泉
徴
収
義
務
の
あ
る
事
業
主

は
、
ア
ル
バ
イ
ト
等
を
含
む
全
て
の
従
業
員

の
市
・
県
民
税
を
特
別
徴
収
（
給
与
か
ら
差

引
き
）
す
る
こ
と
が
法
令
で
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
徴
収
区
分
を
適
正
に
仕
分
け
し
、

金
額
の
多
寡
に
か
か
わ
ら
ず
早
め
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
２
月
１
日
○月
ま
で
本
所
課
税

課
☎
内
線
２
０
１
へ
。

固
定
資
産
税
に
関
す
る
申
告
は
お
早

め
に
（
申
告
は
１
月
４
日
○月
か
ら
）

▼
償
却
資
産
の
申
告　

■対
事
業
を
営
ん
で
い

る
個
人
や
法
人
で
、
毎
年
１
月
１
日
現
在
で

償
却
資
産
を
所
有
す
る
方
（
申
告
書
送
付
済

み
。
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
〈
地
方
税
電
子
申
告
シ
ス

テ
ム
〉
で
申
告
し
て
い
る
方
に
は
お
知
ら
せ

を
送
信
し
ま
す
）　

■他
申
告
書
が
届
い
て
い

な
い
場
合
で
も
申
告
資
産
が
あ
る
方
は
申
告

し
て
く
だ
さ
い

【
訂
正
】
平
成
27
年
12
月
１
日
号
８
ペ
ー

ジ
に
掲
載
し
た
「
平
成
27
年
度
高
山
樗
牛

賞
受
賞
者
を
紹
介
し
ま
す
」
の
う
ち
、「
岡

部
凛
音
さ
ん
」
の
記
載
に
誤
り
が
あ
り
ま

し
た
。
正
し
く
は
「
岡
部
凜
音
さ
ん
」
で

す
。
お
わ
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。


